
 

 

◆ このセミナーは正社員２０人から３００人の経営者にご案内しています。 

中堅・中小企業の賃金制度・管理は、大企業や本に書いてあることをまねしても、うまくいきません。それは・・・・・・。 

賃金制度の見直しと 

賃金相場の見方・定期昇給配分の決め方 
―限られた昇給原資をどう配分し、社員のやる気を向上させる賃金改定のやり方― 

(有)川上労務センター ［川上式賃金研究所］ 〒370-0036 群馬県高崎市南大類町1366-3 

電話：027-352-4393 ＦＡＸ：027-352-4394 ＵＲＬ//www.syugyoukanri.jp/ E-Mail:kawakami@syugyoukanri.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「今年は、定期昇給などやれる状況にはない、」と考えの経営者が多いでしょうか。 

去年、弊社は、中堅企業の賃金診断を 20 件以上実施しました。 

その結果判明したことは、 

・若年者に対する定期昇給配分が少なく、若年者は賃金水準が低く抑えられ、若年者の定着率に課題がある会社。 

・中高齢者の賃金水準が高すぎ、賃金見直しをしたいが踏み切れない会社。 

・入社時の労働力需給動向の影響が強く、社員間で賃金のアンバランスが目立つ会社。などなど。 

弊社に賃金について多数の会社から悩みのお問い合わせがきております。 

・賃金コンサルの示す賃金水準が高すぎて、自社の賃金実態に合わないため、うまく制度運用ができない。 

・有名なコンサルタント会社にお願いしたが、運用が難しく、結局、使えないで困っている。 

・社長が勘で社員の給料を決めていたが、社員間のバランスが悪く、社員の不満が募っている。 

（裏のページに進んでください⇒） 

☆賃金決定理論が崩れてしまった現在・・・ 

「賃金改定の羅針盤」を提供します。 

 

 

 

１．今までの賃金制度、評価制度の問題点は？ 

・行き過ぎた時短の問題点  

・年齢給、職能給等積み上げ方式の賃金体系の問題点 

・公的賃金統計の問題点 ・評価制度の問題点、 

２．賃金制度の作り方はこうすれば簡単にできる 

（賃金制度・賃金管理７つの定石） 

①賃金制度・賃金管理は「賃金相場」を強く意識する 

②会社は賃金テーブルを持たないといけない 

・賃金管理は、基本給管理が中心 

・中途採用者の賃金決定のブレをなくす 

③昇進昇給を大きく取る 

④名ばかり管理職問題を解決する管理職手当 

⑤管理職手当は洗い換え方式で手当を見直す 

⑥賃金制度はシンプルで運用が簡単でなければいけない 

⑦人事評価による評価結果を賃金に反映させるやり方 

３．自社の支払い能力を判断する 

・人件費支払い能力の見方 

・適正労働分配率を捉まえる 

４．評価制度をうまく機能させるには？ 

・評価の本質を見抜く⇒公平性、客観性より、人材育成の視点 

・会社と従業員が組織における役割認識を共有する 

【 お も な 内 容 】 

 

 

 

◆ 講師  川上 金四郎 

これまで著名な「賃金理論･賃金 

制度」の大家の研修を幾度と 

なく受けてきました。 

しかし、「賃金相場」とかけ離れた 

賃金理論･制度では、中堅企業に、 

賃金制度を導入・運用ができません。 

 しかも、中堅企業の「賃金相場」はブラックボッ

クスだったのです。 

 

中堅企業の賃金実態を解明した「ズバリ実在賃

金！」が賃金制度に羅針盤を指し示してくれました。 

 

この中堅企業の賃金実態を踏まえた「賃金制度・

賃金管理手法」を皆様にご紹介したいのです。 

今後、「賃金改定」に当たっては、経営者の大きな悩

みを解決いたします。 

 

 ※ズバリ実在賃金！とは、（愛知県の賃金コンサル

北見昌朗先生が提唱した賃金理論ＵＲＬ：

//www . z u b a r i - t i n g i n . c o m/） 

【 講 師 か ら の メ ッ セ－ジ 】 

弊社主催セミナー 



当事務所では、地方の賃金実態や自社の支払い能力を考慮しながら、手間のかからない賃金制度・賃金管理手法を提案し

ています。 

● このセミナーでお話しする一部を紹介します。 

① 賃金の教科書に書いてある賃金制度の問題点 

② 年代別、職位別所定内賃金・月例賃金総額・賞与・年収などの賃金相場を明かす。 

③ これだけは抑えておきたい、賃金管理７つの定石 

④ 残業規制の強化・割増率の引き上げなど、基準法改正に対応するには。 

⑤ 適正労働分配率を把握する。（総額人件費をどう管理するのか？） 

⑥ 給料を下げる場合に、もめごとを避けるために絶対にしなければならないこと 

⑦ 社員が成長し、会社を伸ばす評価の仕組みの作り方 

 

弊社の提唱する賃金制度を、セミナーで一般公開しています。 

賃金の切り下げ(不利益変更)で起こりやすいもめごとを事前に防ぐ方法や、旧賃金制度から新賃金制度に移行する方法と

その注意点も具体的にお話します。 

 

■ 開催要項 

  セミナーテーマ  「賃金制度の見直しと賃金相場の見方・定期昇給配分の決め方」 

● 平成 22 年 2 月１8 日(木)  13：30～17：00  高崎商工会議所（高崎市問屋町 2－7－8） 

※ 終了時刻は前後することがあります。 

■ 参加費   １名につき１２，０００円 （テキスト代含む、消費税込み）   ２人目から８，０００円） 

         （会員顧問先につきましては、 1人目８，０００円、２人目６，０００円 となります） 

■ 対象者   経営者、人事・労務の責任者   ※税理士・社労士・コンサルタントの方はご遠慮下さい。 

 ※複数のご参加で効果があがります 

■ 申込先   (有)川上労務センター［川上式賃金研究所］  〒370-0036 群馬県高崎市南大類町1366-3 

     電話：027-352-4393 ＦＡＸ：027-352-4394 ＵＲＬ//www.syugyoukanri.jp/  E-Mail:kawakami@syugyoukanri.jp 

下記の受講申込書にご記入の上、このままＦＡＸにてお知らせ下さい。 

折り返し、請求書・会場案内図・受講票等をお送りいたします。 

お申込みは、平成２２年２月１０日までに、このままＦＡＸにてお知らせください。 

ＦＡＸ  ０２７－３５２－４３９４ 

受講申込書 
賃金制度の見直しと 

 賃金相場の見方・定期昇給配分の決め方 
２０１０年 

２／１８（木） 

◆ 該当する番号を○で囲んでください 

１．会員顧問先      ２．一般 
受講料              円（    名様分） 

会社名 TEL       －       － 

住所 （〒        ） FAX       －       － 

業種・業態・扱い品 従業員数     名 資本金    百万円 

 氏   名 所 属 ・ 役 職 名 E メールアドレス 

派遣責任者 
   

セミナー受講者 
   

セミナー受講者 
   

 

 

この講座で提供する資料 
 

・ズバリ実在賃金年収ライン 
・ズバリ実在賃金賃金総額ライン 
・ズバリ実在賃金所定内賃金ライン 
・ズバリ実在賃金年間賞与ライン 

（ズバリ実在賃金ラインはすべて首都圏版です） 

・賃金改定通知書 
・モデル賃金テーブル表 


